
幼児教育・保育の無償化 

10 月から始まります！ 

・10月から3歳児～ 5歳児の子どもの教育・保育施設等の利用料（保育料）が無償化されます。 

（0 歳児～ 2 歳児の子どもは、市民税非課税世帯のみが対象となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園の副食費を免除または補助します 

対象  年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子ども 

 （※施設により第3子の数え方に違いがあります。） 

免除： 保育所（園）、認定こども園、新制度幼稚園  

→該当する方は副食費がかかりません。（申請の必要はありません。） 

補助： 新制度未移行幼稚園（上限月額4,500円） 

→申請により補助します。該当する方へは幼稚園を通じてご案内します。 

 

[第 3 子の考え方] 

 

 

 


